
○沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金交付要綱 

平成２８年３月２９日 

告示第３４号 

改正 令和元年５月１７日告示第８号 

令和３年３月２６日告示第１０号 

令和４年２月２８日告示第１号 

令和５年３月１日告示第５号 

令和８年３月１６日告示第３号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地球環境に負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進を図るた

め、市内の住宅に再生可能エネルギーを利用した設備を設置する者に対し、予算の範囲

内において沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付するものとし、当該補助金の交付については、沼田市補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する規則（昭和４４年規則第２６号）に定めるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

（補助の対象機器） 

第２条 補助の対象となる再生可能エネルギーシステム（以下「システム」という。）

は、次の各号に掲げるものとし、各システムの要件等は、別表第１に定めるとおりとす

る。 

(1) 太陽光発電システム 

(2) 太陽熱利用システム 

(3) 定置用リチウムイオン蓄電池システム 

(4) エネルギー管理システム(HEMS) 

(5) 電気自動車給充電システム(V2H) 

(6) 木質ペレットストーブ 

（令８告示３・一部改正） 

（補助の申請要件） 

第３条 補助の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

(1) 沼田市内において、自ら居住する住宅（延べ床面積の２分の１以上を住宅の用に供

する店舗等の併用住宅を含む。）にシステムを設置しようとする者 

(2) 建売住宅供給者等から居住実績のない市内のシステム付住宅（以下「システム付住

宅」という。）を購入し、自ら居住しようとする者 



２ 補助の申請を行う者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 第６条の通知を受けた日以降にシステムの設置工事に着手すること。 

(2) 申請した年度の３月２０日までにシステムの設置工事を完了し、第８条に定める実

績報告書を提出できること。 

(3) 各システムに対する補助金の交付は、１世帯につき１回とし、過去に同一システム

に係る市の補助金の交付を受けていないこと。 

(4) 世帯の全員が市税等を滞納していないこと。 

(5) 太陽光発電システムについては、発電した電力が当該システムを設置した住宅等で

消費されていること。 

(6) エネルギー管理システム(HEMS)については、太陽光発電システム又は定置用リチウ

ムイオン蓄電池システムと同時に申請すること。 

(7) 電気自動車給充電システム(V2H)については、太陽光発電システムが設置された住

宅へ新たに設置又は同時に設置し、常時太陽光発電システムと接続していること。 

（令４告示１・令８告示３・一部改正） 

（補助金の交付額） 

第４条 補助の対象となるシステムの補助金の交付額は、別表第２に定めるとおりとす

る。ただし、算出した補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、システム設置工事の

着工前又はシステム付住宅購入前に住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金交付

申請書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添付し

て、市長に提出しなければならない。 

(1) システムの仕様書（設備の形状、規格等が分かるもの） 

(2) 施工予定業者が発行する見積書又は契約書の写し（設置費用の内訳が分かるもの） 

(3) システムを設置しようとする住宅の位置図 

(4) システムの設置前の状況を示す写真（システム付住宅を除く。） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（令５告示５・一部改正） 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助

金交付の可否を決定し、住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金決定通知書（別

記様式第２号）により申請者に通知するものとする。 



（変更等の承認） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付決定の内

容を変更しようとするとき、又はシステムの設置を中止しようとするときは、住宅用再

生可能エネルギーシステム設置計画変更等届出書（別記様式第３号）を市長に提出しな

ければならない。 

（実績報告） 

第８条 交付決定者は、補助金額の決定を受けたシステムの設置工事が完了したときは、

住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金実績報告書（別記様式第４号。以下「実

績報告書」という。）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

(1) システムの設置に係る領収書（補助対象システムの設置費が分かるもの）の写し 

(2) システムの設置後の状況を示す写真 

(3) 電気事業者との接続契約の締結を証するもの（太陽光発電システムの場合に限

る。） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する実績報告書は、システム設置工事完了後、申請した年度の３月２０日

までに提出するものとする。 

（令４告示１・令５告示５・一部改正） 

（補助金額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合は、これを審査し、適正

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、住宅用再生可能エネルギーシステム

設置補助金確定通知書（別記様式第５号）により交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第１０条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、受領後３０日以内又は３

月３１日のいずれか早い日までに住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金交付請

求書（別記様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求の日から３０日以内に補助金を

交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定した補

助金の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 



(3) 法令及び本要綱の規定に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合で、当該取消しに係る部分につい

て、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し補助金の全部又は一部の返

還を求めることができる。 

（管理） 

第１３条 交付決定者は、第６条の規定により市長が交付を決定した補助金に係る対象シ

ステムを善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならな

い。 

（協力） 

第１４条 交付決定者は、次に掲げる事項について協力するものとする。 

(1) 対象システムの使用状況等に関するアンケート調査 

(2) その他市長が協力要請する事項 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

（沼田市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱の廃止） 

２ 沼田市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱（平成２１年告示第４８号）

は、廃止する。 

（沼田市住宅用太陽熱利用システム設置補助金交付要綱の廃止） 

３ 沼田市住宅用太陽熱利用システム設置補助金交付要綱（平成２１年告示第１８０号）

は、廃止する。 

附 則（令和元年５月１７日告示第８号） 

この告示は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２６日告示第１０号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月２８日告示第１号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月１日告示第５号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則（令和８年３月１６日告示第３号） 



この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

この告示の施行の際現に改正前の沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金

交付要綱の規定により作成されている様式は、当分の間、適宜補正して使用することがで

きる。 

 

別表第１（第２条関係） 

（令元告示８・令４告示１・令８告示３・一部改正） 

対象機器 機器要件 

太陽光発電システム (1) 低圧配電線と逆潮流有りで連系していること。 

(2) 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコン

ディショナーの定格出力のいずれか小さい方が１０キロワット未

満であること。 

(3) 日本産業規格又はIEC等の国際規格に適合していること。 

(4) 未使用品であること。 

太陽熱利用システム (1) 太陽熱エネルギーを集熱器により集めて給湯に利用するシス

テムで、貯湯部分と集熱器部分（平板型又は真空管型）が一体型

のもの又は不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器と蓄熱槽から構

成され、主に給湯に利用するもの 

(2) 未使用品であること。 

定置用リチウムイオ

ン蓄電池システム 

(1) 国が実施する定置用リチウムイオン蓄電池に係る補助事業の

対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブに登録され

ているものであること。 

(2) 蓄電容量の合計が１キロワットアワー以上であること。 

(3) 未使用品であること。 

エネルギー管理シス

テム(HEMS) 

(1) 住居の電力使用量を計測・蓄積し、電力使用量の「見える

化」ができること。 

(2) ECHONET Lite規格を標準インターフェイスとして搭載してい

ること。 

(3) ECHONET Liteによる空調・照明等を制御する機能を有してい

ること。 

(4) 未使用品であること。 



電気自動車給充電シ

ステム（V2H） 

(1) 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーン

エネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導

入促進補助事業の対象機器として登録されているものであるこ

と。 

(2) 電気自動車と住宅の分電盤を接続することで電気を相互に供

給することが可能であること。 

(3) 未使用品であること。 

木質ペレットストー

ブ 

(1) 木質ペレット（製材端材や間伐材等の木材を粉砕したおが粉

を円筒状に固めたもの）を燃料として使用する暖房機であるこ

と。 

(2) 安定した燃料を確保するため、定量的な供給ができる構造で

あること。 

(3) 木質ペレット以外の燃料を使用しないこと。 

(4) 未使用品であること。 

別表第２（第４条関係） 

（令４告示１・令８告示３・一部改正） 

対象機器 補助金額 補助金限度額 

太陽光発電システム 太陽電池モジュールの公称最大出力に１キロ

ワット当たり１万円を乗じて得た額 

５万円 

太陽熱利用システム 対象システムの購入・設置に要する費用（消

費税を含まない。）に１０分の１を乗じて得

た額 

２万円 

定置用リチウムイオン

蓄電池システム 

システム容量に１キロワットアワー当たり１

万円を乗じて得た額 

５万円 

エネルギー管理システ

ム(HEMS) 

対象システムの購入・設置に要する費用（消

費税を含まない。）に１０分の１を乗じて得

た額 

１万円 

電気自動車給充電シス

テム（V2H） 

対象システムの購入・設置に要する費用(消

費税を含まない。) 

５万円 

木質ペレットストーブ 対象システムの購入・設置に要する費用（消

費税を含まない。）に１０分の１を乗じて得

た額 

５万円 



備考 

１ 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値は、小数点以下２位未満を切り捨て

るものとする。 

２ 複数の対象機器による補助申請を行う場合は、その補助額を合算する。 

３ 千円未満の端数は、切り捨てるものとする。 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

（令３告示１０・令４告示１・令５告示５・令８告示３・一部改正） 

様式第２号（第６条関係） 

（令５告示５・令和８告示３・一部改正） 

様式第３号（第７条関係） 

（令３告示１０・令和８告示３・一部改正） 

様式第４号（第８条関係） 

（令３告示１０・令４告示１・令５告示５・令和８告示３・一部改正） 

様式第５号（第９条関係） 

    （令和８告示３・一部改正） 

様式第６号（第１０条関係） 

 


